
Ⅰ
共生社会実現に向けた
取り組みの推進

1 障害への理解及び差別解消の推進

2
情報アクセシビリティの向上及び
障害者の意思疎通支援の充実

3
誰もが平等に参加できる社会の推
進

4
防災・安全・バリアフリーのまち
づくり

Ⅱ 地域生活支援の充実 5 相談支援の充実

6
障害者や家族を支える障害特性に
応じた多様なサービス提供体制の
整備

7
障害福祉人材の確保・育成・定着
支援の充実

Ⅲ 障害児支援の充実 8
成長段階に応じた切れ目のない支
援

9 発達障害児の支援体制の強化

10
重症心身障害児及び医療的ケア児
への支援の充実

Ⅳ
自立や生きがいに
結びつく就労支援
の充実

11 就労の場と機会の充実

１ページ

第８期台東区障害福祉計画の体系と現況について

【国】障害者雇用率改正（R6.4～R8.6：2.5%　R8.7～：2.7％）
　　＜基本指針の記載＞
　　　〇福祉施設から一般就労への移行等
　　　　・就労選択支援の積極的な利用を促すための体制確保の推進
　　　　・就労選択支援事業所の設置、利用者数に関する成果目標の新設
【区】令和８年１月　保健福祉委員会で「福祉作業所等の工賃向上支援の取組について」を報告

【国】令和６年４月　障害者差別解消法改正法施行(合理的配慮の義務化)
　　　令和７年６月　手話に関する施策の推進に関する法律
　　＜基本指針の記載＞
　　　〇きめ細かい地域ニーズを踏まえた支援体制の整備
　　　　・障害当事者に対するＩＣＴ機器の利用支援に向けた取組の重要性を記載
　　　　・意思疎通支援従事者の養成・派遣体制の整備、幅広い年齢層の支援者の養成、指導者の養成の促進に向けた取組の重要性を記載
　　　〇スポーツ・健康増進活動による社会参加等の促進
　　　　・スポーツ・健康増進活動を通じて社会参加するとともに共生社会の実現を目指すことの重要性を記載
　　　〇災害時における障害福祉サービス提供の確保
　　　　・災害対策基本法等の改正を踏まえた、防災部局や職能団体等との連携
　　　　・施設・事業所等の対災害対策の必要性を記載
【区】　令和７年３月「台東区障害者支援アプリ」稼働
　　　　　　　　　　「第三次健康たいとう２１推進行動計画」策定
　　　　　　　　　　「第６次台東区男女平等推進行動計画　はばたきプラン２１」策定
　　　　令和７年度「台東区バリアフリー基本構想」の中間評価を実施
　　　　令和８年３月「台東区ＤＸ推進計画」策定

【国】　令和８年４月　高次脳機能障害者支援法施行
　　＜基本指針の記載＞
　　　〇入所等からの地域生活の継続の支援
　　　　・希望する地域生活の支援に向けた支援体制確保の重要性を記載
　　　〇福祉施設から一般就労への移行等
　　　　・就労選択支援の積極的な利用を促すための体制確保の推進に係る記載を新設
　　　〇相談支援体制の充実・強化
　　　　・医療分野との連携、ピアサポートの重要性について記載を追加
　　　　・のぞまないセルフプランの解消に向けた取組の推進に係る記載を新設
　　　　・協議会に障害当事者が参画することの重要性を記載
　　　〇障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための生産性向上
　　　　・介護テクノロジーの導入促進などによる間接業務の効率化と直接処遇業務負担軽減・質の向上の推進に係る記載を新設
　　　　・障害当事者が研修に関わることの重要性について記載を追加
　　　〇高次脳機能障害者に対する支援
　　　　・高次脳機能障害者支援法成立を踏まえ、高次脳機能障害について、相談支援体制の充実、専門的な医療機関の確保、地域協議会設置の
　　　　　重要性を記載
　　　〇「地域共生社会」の実現に向けた取組
　　　　・地域共生社会の実現に向けたより一層の取組の推進
　　　〇住宅セーフティネット制度との連携
　　　　・住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅供給促進計画との調和や、住宅担当部局や居住支援協議会等との連携
【区】令和６年７月～　介護・障害福祉サービス人材確保事業を拡充
　　　令和６年１０月　りゅうせん福祉センターいきいきテラス開設（共生型のサービス提供開始）
　　　令和７年３月　「台東区住宅マスタープラン」策定
　　　令和７年１２月～　ほおずきの家、千束保健福祉センターの大規模改修を実施
　　　令和８年１月　保健福祉委員会で「台東小島ビルの障害者グループホームについて」、「（仮称）北上野二丁目福祉施設実施設計等につい
　　　　　　　　　　て」を報告

【国】
　　＜基本指針の記載＞
　　　〇障害児支援の提供体制の整備等
　　　　・地域支援体制の構築に係る成果目標について４つの中核機能の確保を行うよう見直し
　　　　・インクルージョン推進の協議の場の設置に係る成果目標の新設
　　　　・のぞまないセルフプランの解消を目指しつつ、関係機関との連携体制を確保した上での伴走的な相談支援体制の確保に関する成果目標の
　　　　　新設
【区】令和７年２月　区民文教委員会で「自閉症・情緒障害特別支援学級の新設について」を報告
　　　令和７年３月　「台東区次世代育成支援計画」策定
　　　令和７年７月　松が谷福祉会館が保育所等訪問支援事業を開始
　　　令和８年１月　保健福祉委員会で「障害児通所支援の利用料負担分の助成について」を報告
　　　令和８年３月　区民文教委員会で「小学校知的障害特別支援学級の整備について」を報告（５校目（千束小）の整備について）
　　　　　　　　　　学びのキャンパス台東 アクションプラン・台東区学校教育情報化推進計画

基本目標 施策の方向性 基本目標・施策の方向性に対する現況(国・区の動向)基本理念
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2
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障害者の意思疎通支援の充実

3
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防災・安全・バリアフリーのまち
づくり

Ⅱ 地域生活支援の充実 5 相談支援の充実

6
障害者や家族を支える障害特性に
応じた多様なサービス提供体制の
整備

7
障害福祉人材の確保・育成・定着
支援の充実

　

Ⅲ 障害児支援の充実 8
成長段階に応じた切れ目のない支
援

9 発達障害児の支援体制の強化

10
重症心身障害児及び医療的ケア児
への支援の充実

Ⅳ
自立や生きがいに
結びつく就労支援の充実

11 就労の場と機会の充実

２ページ

第８期台東区障害福祉計画の体系と現況について

＜令和７年度障害者実態調査＞
・「利用する意思疎通手段・支援」　　　　⇒「スマートフォン・タブレット等のアプリを使用」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害者：16.3%（前回15.8%）障害児：1.6%(前回0%）
・「安心して暮らすために重要と思う施策」⇒「障害者に対する理解促進」　　　　　　障害者：54.2%（前回44.4%）障害児：44.0%(前回50.8%）
・虐待防止法の認知度　　　　　　　　　　⇒「知っている」　　　　　　　　　　　　障害者：38.5%（前回39.4%）障害児：48.6%(前回55.4%）
・差別解消法の認知度　　　　　　　　　　⇒「知っている」　　　　　　　　　　　　障害者：28.1%（前回29.3%）障害児：31.3％（前回38.5%）
・「まちのバリアフリー対応の満足度」　　⇒「満足」　　　　　　　　　　　　　　　障害者：67.0%（前回66.5%）障害児：71.4%（前回64.6%）
・「外出における困りごと」　　　　　　　⇒「歩道の段差や傾斜」　　　　　　　　　障害者20.0%（前回23.7%）障害児：11.4%（前回10.8%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「建物の段差や階段」　　　　　　　　　障害者22.3%（前回26.4%）障害児：12.1%（前回13.8%）
・「災害時の希望避難場所」　　　　　　　⇒「在宅避難」　　　　　　　　　　　　　障害者57.2%　障害児70.7%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「二次避難所」　　　　　　　　　　　　障害者：5.2%　障害児：3.6%
・避難行動要支援者名簿の登録　　　　　　⇒「登録していない（「名簿を知らない」含む）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害者：84.8%　障害児：86.9%
・個別支援計画の作成　　　　　　　　　　⇒「作成している」　　　　　　　　　　　障害者：38.9%　障害児：63.0%

＜令和７年度障害者実態調査＞
・サービス等利用計画の作成者　⇒「相談支援事業所の相談員」　　　　　　　　　　障害者38.6%（前回46.7%）障害児49.2%（前回49.0%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「セルフプラン」　　　　　　　　　　　　　　　障害者12.6%（前回17.8%）障害児43.7%（前回46.9%）
・セルフプランを選んだ理由　　⇒「自分で使うサービスは自分で決めたかったから」障害者37.5%（前回60.0%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「相談支援事業所を使わなくても作成できると思ったから」障害児48.1%（前回56.5%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「手続き・手順が大変そうだと思ったから」　　　障害者25.0%（前回6.7%）障害児5.8%（前回13.0%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「相談支援事業所を知らなかったから」　　　　　障害者12.5%（前回13.3%）障害児18.3%（前回8.7%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「相談支援事業所に断られたから」　　　　　　　障害者 6.3%（前回0%）障害児2.9%（前回4.3%）

・将来希望する暮らし方　　　　⇒「グループホーム等の共同生活住居で暮らしたい」障害者4.8%（前回4.9%）障害児5.2%（前回4.6%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者37.4%（新設）重度障害児18.6%（新設）
　
・共同生活住居希望時期　　　　⇒「現在済んでいる障害者支援施設、共同生活住居に住み続けたい」障害者43.5%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　「５～９年以内に入居したい」　　　　　　　　　障害者26.1%（前回3.4%）
　　　　　　　　　　　　　　　　「今すぐ入居したい」　　　　　　　　　　　　　障害者 2.2%（前回13.8%）

・今後充実を希望するサービス　⇒　「外出手段への支援」　　　　　　　障害者19.8%（前回19.5%）障害児9.8%（前回10.8%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者32.3%（新設）重度障害児44.2%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「就職するための支援」　　　　　　障害者13.8%（前回9.9%）障害児24.4%（前回26.2%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「医療的ケア者への支援」　　　　　障害者10.8%（前回 8.6%）障害児7.8%（前回9.2%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「賃貸住宅への入居手続き等の支援」障害者 7.6%（前回 7.2%）障害児4.9%（前回12.3%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「短期入所・緊急一時保護」　　　　障害者 7.1%（前回 5.1%）障害児17.9%（前回15.4%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者33.3%（新設）重度障害児79.1%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「生活介護」　　　　　　　　　　　障害者 7.1%（前回 5.1%）障害児2.9%（前回4.6%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者26.3%（新設）重度障害児14.0%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「移動への支援」　　　　　　　　　障害者 6.3%（前回 9.3%）障害児23.8%（前回30.8%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者23.2%（新設）重度障害児51.2%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「グループホーム」　　　　　　　　障害者 5.5%（前回 4.0%）障害児11.1%（前回13.8%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重度障害者26.3%（新設）重度障害児41.9%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「日中一時支援」　　　　　　　　　障害者 4.6%（前回 3.4%）障害児16.3%（前回13.8%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「通所先の開所時間の延長」　　　　障害者 2.7%（前回 2.5%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「通所先とは別施設での夕方支援」　障害者 2.5%（新設）　   障害児15.3%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「通所先（児童発達支援、放デイ等）の開所時間の延長」    　障害児28.3%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　「通所先（生活介護、就Ｂ等）の開所時間の延長」　　　　  　障害児7.2%（新設）

＜令和７年度障害者実態調査＞
・育児における悩みや不安　⇒　「子どもの就職や進路について不安がある」　　　障害児61.6%（前回66.2%）
　　　　　　　　　　　　　　　「子どもの成長や発達について不安がある」　　　障害児51.8%（前回58.5%）
　　　　　　　　　　　　　　　「仕事との両立が難しい」　　　　　　　　　　　障害児33.2%（前回23.1%）
　　　　　　　　　　　　　　　「学校等での生活に関すること」　　　　　　　　障害児31.9%（前回35.4%）
　　　　　　　　　　　　　　　「長期的な外出ができない」　　　　　　　　　　障害児16.9%（前回12.3%）
・成長や発達について気がかり・心配になった時の相談先　⇒「医師・看護師・ソーシャルワーカー等」　障害児16.1%（前回26.7%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「保健所・浅草保健相談センター」　　　　障害児11.5%（前回21.7%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「保育園・こども園・幼稚園の教職員」　　障害児 9.8%（前回5.0%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「松が谷福祉会館こども療育室」　　　　　障害児 9.4%（前回5.0%）
・育児における悩みや不安の相談先　⇒「学校の教職員」　　　　　　　　　　　　障害児38.3%（前回43.3%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「医師・看護師・ソーシャルワーカー等」　障害児31.6%（前回43.3%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「通所事業所（松が谷以外）」　　　　 　 障害児31.2%（新設）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「松が谷福祉会館こども療育室」　　　　　障害児28.2%（前回30.0%）

＜令和７年度障害者実態調査＞
・障害者が働きやすい環境　⇒「周囲の人たちの障害への理解」　　　障害者60.4%（前回59.1%）
　　　　　　　　　　　　　　「通院や医療上の配慮があること」　　障害者42.6%（前回39.2%）

基本目標 施策の方向性 基本目標・施策の方向性に対する現況（障害者実態調査の状況）基本理念
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